












平成２２年１月２７日工学部教育委員会承認



国立大学法人東京農工大学大学院工学府教育規則 

 
（趣旨） 

第１条 国立大学法人東京農工大学学則（以下「学則」という。）第５１条第４項、第６５条第

２項、第６６条第４項、第６８条第２項、第７１条第７項及び第７２条第３項の規定に基づき、

国立大学法人東京農工大学大学院工学府（以下「学府」という。）の教員組織、授業科目及び

単位数、教育課程及び履修方法、学位論文の提出時期、審査方法等については、この規則の定

めるところによる。 

（教員組織） 

第２条 学府に、研究指導及び授業担当教員（以下「指導教員」という。）並びに研究指導の補

助及び授業担当教員（以下「指導補助教員」という。）を置く。 

２ 前項に規定する指導教員及び指導補助教員の資格審査については、別に定める。 

（授業科目等） 

第３条 前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）の専攻ごとの授業科目及び単位数は、

別表第１のとおりとする。 

２ 博士前期課程の学生は、必修科目６単位及び選択科目２４単位以上をあわせて３０単位以上

を修得しなければならない。ただし、生命工学専攻にあっては、必修科目１０単位、選択必修

科目６単位以上及び選択科目をあわせて３０単位以上修得しなければならない。物理システム

工学専攻にあっては、必修科目６単位、選択必修科目６単位以上及び選択科目をあわせて３０

単位以上修得しなければならない。情報工学専攻情報工学専修にあっては、必修科目６単位、

選択必修科目１０単位以上及び選択科目１４単位以上をあわせて３０単位以上を修得しなけ

ればならない。情報工学専攻ユビキタス＆ユニバーサル情報環境専修にあっては、必修科目８

単位、選択必修科目（４科目群から各々２単位以上選択）８単位以上及び選択科目をあわせて

３０単位以上修得しなければならない。 

３ 授業科目の履修方法については、別に定める。 

第３条の２ 専門職学位課程の授業科目及び単位数は、別表第１－２のとおりとする。 

２ 専門職学位課程の学生は、別表第１－２に定める区分に従い、技術開発実践型プログラムに

あっては、必修科目１２単位、選択科目２４単位以上をあわせて３６単位以上修得し、かつ研究

指導を受けなければならない。技術開発プランニング型プログラムにあっては、必修科目１６単

位、選択科目２０単位以上をあわせて３６単位以上修得しなければならない。 

３ 授業科目の履修方法については、別に定める。 

第４条 後期３年の課程（以下「博士後期課程」という。）の専攻ごとの授業科目及び単位数は、

別表第２のとおりとする。 

２ 博士後期課程の学生は、必修科目８単位及び選択科目４単位以上をあわせて１２単位以上を

修得しなければならない。 

３ 学則第７４条第１項及び第２項の規定により修業年限を短縮され在学する者の教育方法等

については、別に定める。 

４ 授業科目の履修方法については、別に定める。 

（履修科目の申請）  

第５条 学生は、あらかじめ履修しようとする授業科目を所定の期間内に当該授業科目の授業を
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担当する教員（以下「授業担当教員」という。）を経て工学府長（以下「学府長」という。）の

承認を受けなければならない。 

２ 学生は、指導教員が教育上有益と認めるときは、本学の農学府、生物システム応用科学府、

連合農学研究科又は学部の授業科目を履修することができる。この場合、授業担当教員を経て

当該授業科目を開講する学府又は学部の長の承認を受けた上、所属する学府長の承認を受けな

ければならない。 

（他の専攻等の単位の修得） 

第６条 学則第７６条の規定により他の大学院において修得した単位がある場合は、専門職学位

課程又は博士前期課程及び博士後期課程を通して１０単位を限度として、第３条第２項、第３

条の２第２項又は第４条第２項に規定する選択科目の単位数に算入することができる。 

２ 他の専攻において修得した単位並びに前条第２項の規定により本学の農学府、生物システム

応用科学府又は連合農学研究科において修得した単位がある場合は、専門職学位課程又は博士

前期課程及び博士後期課程を通して１０単位を限度として、第３条第２項、第３条の２第２項

又は第４条第２項に規定する選択科目の単位数に算入することができる。 

３ 前項の規定により、選択科目の単位数に算入することができる単位は、博士後期課程の学生

にあっては、博士後期課程の他の専攻、生物システム応用科学府博士後期課程及び連合農学研

究科の博士課程において修得した単位とする。 

第７条 博士前期課程及び専門職学位課程の学生は、別表第２の博士後期課程の授業科目を履修

し、単位を修得することができる。 

２ 前項の規定により修得した単位については、第３条第２項又は第３条の２第２項に規定する

選択科目の単位数に算入することができる。 

第８条 博士後期課程の学生が博士前期課程又は専門職学位課程において当該課程の修了に必

要とする単位（博士前期課程にあっては３０単位、専門職学位課程にあっては３６単位）を超

えて前条第１項の規定により博士後期課程の単位を修得している場合には、当該単位について

第４条第２項に規定する単位数に算入することができる。 

（入学前既修得単位の認定） 

第８条の２ 入学前既修得単位の認定については別に定める。 

（履修科目の登録の上限） 

第８条の３ 専門職学位課程にあっては、登録できる授業科目の上限は、1 年間あたり３０単位

とする。 

（単位修得の認定） 

第９条 単位修得の認定は、授業担当教員が行う。 

第１０条 履修した授業科目の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評語であらわし、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ

を合格とし、Ｄを不合格とする。 

（研究題目の届出） 

第１１条 博士前期課程及び専門職学位課程の技術開発実践型プログラム（以下「博士前期課程

等」という）並びに博士後期課程の学生は、指導教員の指導により、研究題目を定めなければな

らない。 

２ 前項に基づき研究題目を定めたときは、 研究題目及び研究計画を別紙様式１により、所定

の期間内に指導教員（博士後期課程にあっては主指導教員）を経て、学府長に届け出るものと
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する。 

３ 研究題目を変更するときは、前２項の規定を準用する。 

（学位論文の提出） 

第１２条 博士前期課程等の学生は、論文審査に関する申請書に、学位論文、学位論文要旨等を

添え、指導教員を経て学府長に提出しなければならない。ただし、提出時期については、別に

定める。  

２ 博士後期課程の学生及び東京農工大学学位規程（以下「学位規程」という。）第６条ただし

書に規定する者は、論文審査に関する申請書に学位論文、学位論文要旨等を添え、主指導教員

を経て学府長に提出しなければならない。  

３ 学位規程第５条及び第６条本文の規定により博士の学位の授与を申請する者は、学位申請書

に、学位論文、学位論文要旨等を添え、学府長を経て学長に申請しなければならない。 

４ 前３項により提出する学位論文の作成、書類の様式等及び前２項における提出時期等につい

ては、別に定める。 

（学位論文の審査方法等） 

第１３条 学位論文の審査方法等については、学位規程に定めるもののほか、その実施に関し必

要な細目は別に定める。 

（雑則） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、教育の実施について必要な事項は、工学府教授会が定

める。 

 
附 則 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１６年３月３１日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選

択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（１７工 教 規則第  号） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 平成１７年３月３１日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選

択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則（２０工 教 規則第１号） 

１ この規則は平成２０年１０月１日から施行し、平成１８年４月に１年次に入学した学生から

適用する。 

   附 則（２１工  教 規則第 号） 

１ この規則は平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年３月３１日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選

択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則（２２工  教 規則第 号） 

１ この規則は平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年３月３１日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選

択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（２３工 教 規則第 号） 
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１ この規則は平成２３年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年３月３１日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並び必修又は選択の

別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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専修名 単位数 専修名 単位数
◇ 生物機能工学特論 2 有機反応化学特論 2
◇ 生物情報工学特論 2 無機反応化学特論 2
◇ 生体物性学特論 2 応用有機合成特論 2
◇ 細胞分子工学特論 2 応用無機合成特論 2
◇ 生体反応工学特論 2 電子化学特論 2
◇ 生体電子工学特論 2 応用触媒化学特論 2
◇ 蛋白質化学特論 2 物質応用化学講座特別講義Ⅰ 2
◇ 生体機能工学特別講義 2 物質応用化学講座特別講義Ⅱ 2
◇ 生物化学特論 2 有機材料設計特論Ⅰ 2
◇ 生物物理化学特論 2 有機材料合成特論Ⅰ 2
◇ 生物有機化学特論 2 有機材料構造特論Ⅰ 2
◇ 海洋生物工学特論 2 有機材料物性特論Ⅰ 2
◇ 応用生物工学特別講義 2 有機材料解析特論Ⅰ 2
◇ ゲノム情報解析工学特論 2 有機材料開発特論Ⅰ 2
◇ ゲノム情報利用工学特論 2 有機材料化学講座特別講義Ⅰ 2

生命工学倫理特別講義 2 有機材料化学講座特別講義Ⅱ 2
生命工学ビジネス特別講義 2 分子化学工学特論Ⅰ 2

注1 生命工学英語特論Ⅰ 2 分離工学特論Ⅰ 2
◇ 生命工学英語特論Ⅱ 2 機能性触媒工学特論Ⅰ 2

身体運動科学特論 2 化学プロセス工学特論Ⅰ 2
生体機能工学プレゼンテーション特論Ⅰ 2 化学エネルギー工学特論Ⅰ 2
生体機能工学プレゼンテーション特論Ⅱ 2 環境化学工学特論Ⅰ 2
応用生物工学プレゼンテーション特論Ⅰ 2 ｼｽﾃﾑ化学工学講座特別講義Ⅰ 2
応用生物工学プレゼンテーション特論Ⅱ 2 ｼｽﾃﾑ化学工学講座特別講義Ⅱ 2

◎ 生命工学先端研究 6 物質生物計測特論Ⅰ 2
生命工学セミナーⅠ 2 物質生物計測特論Ⅱ 2
生命工学セミナーⅡ 2 物質生物計測講座特別講義Ⅰ 2
生命工学セミナーⅢ 2 物質生物計測講座特別講義Ⅱ 2
生命工学セミナーⅣ 2 科学特論Ⅰ 2

◎ 生命工学特別研究 4 科学特論Ⅱ 2
生命工学教育研究特論Ⅰ 4 科学特論Ⅲ 2
生命工学教育研究特論Ⅱ 4 科学特論Ⅳ 2
科学特論Ⅰ 2 技術マネージメント特論Ⅰ 2
科学特論Ⅱ 2 技術革新論 2
科学特論Ⅲ 2 ◎ 応用化学セミナーⅠ 4
科学特論Ⅳ 2 応用化学セミナーⅡ 4
技術マネージメント特論Ⅰ 2 ◎ 応用化学特別実験 2
技術革新論 2 応用化学特別研究 4

※ 生命工学フロンティア特論Ⅰ 2 ※ フロンティア応用化学特論Ⅰ 2
※ 生命工学フロンティア特論Ⅱ 2 ※ フロンティア応用化学特論Ⅱ 2
※ 生命工学フロンティア特論Ⅲ 2 ※ フロンティア応用化学特論Ⅲ 2

バイオソサ
エティ工学

シ
ス
テ
ム
化
学

工
学

学際講義
科目

専
攻
研
修
科
目

共
通
科
目

物質生物
計測

注１：２科目のうち１科目は選択必修に算入される。

別表第１（第３条関係）

　〔博士前期課程〕

※印の科目は，連携分野

共

通

科

目

生
体
機
能
工
学

物
質
応
用
化
学

応
用
生
物

工
学

有
機
材
料
化
学

　　生命工学専攻 　　応用化学専攻
授　業　科　目 授　業　科　目

◎印の科目は，必修科目

◇印の科目は、選択必修科目

◎印、◇印以外の科目は、選択科目

※印の科目は、連携分野

◎印以外の科目は，選択科目

◎印の科目は、必修科目
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専修名 単位数 専修名 単位数

非線形力学特論 2 固体材料物性工学 2

流体力学特論Ⅰ 2 原子分子分光学 2

気体力学特論 2 量子光学 2

機械材料学特論 2 高エネルギー物理工学 2

材料力学特論 2 光エレクトロニクス 2

弾塑性解析特論 2 半導体物性 2

機械要素解析特論 2 流体物理学 2

代数学応用特論 2 超伝導工学 2

システム基礎解析講座特別講義Ⅰ 2 ソフトマター物理工学 2

システム基礎解析講座特別講義Ⅱ 2 科学特論Ⅰ 2

熱流体システム設計特論 2 科学特論Ⅱ 2

シミュレーション工学特論 2 科学特論Ⅲ 2

精密計測工学特論 2 科学特論Ⅳ 2

制御システム特論 2 技術マネージメント特論Ⅰ 2

機械電子工学特論 2 技術革新論 2

精密加工学特論 2 物理ｼｽﾃﾑ特別講義Ⅰ 2

幾何学応用特論 2 物理ｼｽﾃﾑ特別講義Ⅱ 2

代数幾何学応用特論 2 物理ｼｽﾃﾑ特別講義Ⅲ 2

多体系動力学特論 2 物理ｼｽﾃﾑ特別講義Ⅳ 2

設計生産システム講座特別講義Ⅰ 2 ◎ 物理ｼｽﾃﾑ工学セミナーⅠ 4

設計生産システム講座特別講義Ⅱ 2 物理ｼｽﾃﾑ工学セミナーⅡ 4

機械知能
システム工学 機械知能ｼｽﾃﾑ工学講座特別講義Ⅰ 2 ◎ 物理ｼｽﾃﾑ工学特別実験 2

科学特論Ⅰ 2 物理ｼｽﾃﾑ工学特別研究 4

科学特論Ⅱ 2 ※ ﾌﾛﾝﾃｨｱ電気電子工学特論Ⅰ 2

科学特論Ⅲ 2 ※ ﾌﾛﾝﾃｨｱ電気電子工学特論Ⅱ 2

科学特論Ⅳ 2 ※ ﾌﾛﾝﾃｨｱ電気電子工学特論Ⅲ 2

技術マネージメント特論Ⅰ 2 ※ 情報通信工学特論Ⅰ 2

技術革新論 2 ※ 情報通信工学特論Ⅱ 2

機械システム工学特論 2 ◇ 応用力学 2

◎ 機械システム工学セミナーⅠ 4 ◇ 応用電磁気学 2

機械システム工学セミナーⅡ 4 ◇ 応用熱統計力学 2

◎ 機械システム工学特別実験 2 ◇ 応用量子力学 2

機械システム工学特別研究 4 ◇ 応用物理数学 2

※ フロンティア機械システム特論Ⅰ 2

※ フロンティア機械システム特論Ⅱ 2

※ フロンティア機械システム特論Ⅲ 2

機械システム工学実習 2

◎印、◇印以外の科目は、選択科目

※印の科目は、連携分野

　　機械システム工学専攻 　　物理システム工学専攻

授　業　科　目 授　業　科　目

※印の科目は，連携分野

共
通
科
目

共
通
科
目

◎印の科目は，必修科目

　
シ
ス
テ
ム
基
礎
解
析

量
子
系
工
学
・
複
雑
系
工
学

設
計
生
産
シ
ス
テ
ム

◎印以外の科目は，選択科目

◎印の科目は、必修科目

◇印の科目は、選択必修
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専修名 単位数 専修名 単位数

光電子機能デバイス工学特論 2 ◇ ソフトウェアアーキテクチャ特論 2

量子機能デバイス工学特論Ⅰ 2 ◇ 並列処理・ネットワーク特論 2

半導体薄膜工学特論 2 ◇ ビジュアルコンピューティング特論 2

信号処理特論 2 ◇ 応用数学特論 2

パワーエレクトロニクス特論 2 ◇ 知能機械デザイン学特論 2

画像認識工学特論 2 ◇ システム評価設計工学特論 2

集積回路設計特論 2 ◇ 3次元ビジュアルインタフェース特論 2

通信工学特論Ⅰ 2 映像情報学特論 2

光エレクトロニクス特論 2 ◎ 情報工学特別実験 2

情報入出力ｼｽﾃﾑ工学特論 2 科学特論Ⅰ 2

電磁波応用工学特論Ⅰ 2 科学特論Ⅱ 2

環境ｴﾈﾙｷﾞｰ工学 環境エネルギー工学特論Ⅰ 2 科学特論Ⅲ 2

半導体ﾅﾉ構造作製技術特論 2 科学特論Ⅳ 2

半導体ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ講座特別講義Ⅰ 2 技術マネージメント特論Ⅰ 2

科学特論Ⅰ 2 技術革新論 2

科学特論Ⅱ 2 ◎ 情報工学セミナーⅠ 4

科学特論Ⅲ 2 情報工学セミナーⅡ 4

科学特論Ⅳ 2 情報工学特別研究 4

技術マネージメント特論Ⅰ 2 ※ ﾌﾛﾝﾃｨｱ電気電子工学特論Ⅰ 2

技術革新論 2 ※ ﾌﾛﾝﾃｨｱ電気電子工学特論Ⅱ 2

◎ 電気電子工学セミナーⅠ 4 ※ ﾌﾛﾝﾃｨｱ電気電子工学特論Ⅲ 2

電気電子工学セミナーⅡ 4 ※ 情報通信工学特論Ⅰ 2

◎ 電気電子工学特別実験 2 ※ 情報通信工学特論Ⅱ 2

電気電子工学特別研究 4 情報工学実習 2

電気電子工学実習 2 情報工学輪講Ⅰ 1

※ ﾌﾛﾝﾃｨｱ電気電子工学特論Ⅰ 2 情報工学輪講Ⅱ 1

※ ﾌﾛﾝﾃｨｱ電気電子工学特論Ⅱ 2 情報工学輪講Ⅲ 1

※ ﾌﾛﾝﾃｨｱ電気電子工学特論Ⅲ 2 情報工学輪講Ⅳ 1

※ 情報通信工学特論Ⅰ 2 情報工学特別講義Ⅰ 2

※ 情報通信工学特論Ⅱ 2 情報工学特別講義Ⅱ 2

電気電子工学専攻特別講義Ⅰ 2

電気電子工学専攻特別講義Ⅱ 2

電気電子工学専攻特別講義Ⅲ 2

*印は，寄附講座として平成１３年４月１日から

平成２４年３月３１日まで開設

*半導体ﾅﾉ
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

◎印の科目は、必修科目

◎印の科目は，必修科目

◇印の科目は選択必修科目

◎印以外の科目は，選択科目

◎印、◇印以外の科目は、選択科目

※印の科目は，連携分野

共
通
科
目

電
気
電
子
シ
ス
テ
ム
工
学
・
電
子
メ
デ
ィ

ア
工
学

情
報
工
学

共
通
科
目

※印の科目は、連携分野

　　電気電子工学専攻 　　情報工学専攻　情報工学専修

授　業　科　目 授　業　科　目
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専修名 単位数

◇ ユーザビリティ特論 2

◇ 知能機械デザイン学特論 2

◇ 映像情報学特論 2

◆ ビジュアルコンピューティング特論 2

◆ 3次元ビジュアルインタフェース特論 2

◆ 知的言語・感性ｲﾝﾀﾗｸｼｮﾝ特論 2

◆ サイバースペースデザイン特論 2

◆ 形状処理工学特論 2

□ ディペンダブルシステム特論 2

□ ソリューションシステム特論 2

□ ユビキタスコンピューティング特論 2

■ ソフトウェアアーキテクチャ特論 2

■ マルチモーダル基盤システム特論 2

■ ネットワークデザイン特論 2

■ 情報通信トラヒック特論 2

インタフェース・メディア技術演習 2

ソフトウェア・システム技術演習 2

◎ 特定課題研究 4

科学特論Ⅰ 2

科学特論Ⅱ 2

科学特論Ⅲ 2

科学特論Ⅳ 2

技術マネージメント特論Ⅰ 2

技術革新論 2

◎ 情報工学ｾﾐﾅｰⅠ 4

情報工学ｾﾐﾅｰⅡ 4

情報工学特別研究 4

※ ﾌﾛﾝﾃｨｱ電気電子工学特論Ⅰ 2

※ ﾌﾛﾝﾃｨｱ電気電子工学特論Ⅱ 2

※ ﾌﾛﾝﾃｨｱ電気電子工学特論Ⅲ 2

※ 情報通信工学特論Ⅰ 2

※ 情報通信工学特論Ⅱ 2

情報工学実習 2

情報工学輪講Ⅰ 1

情報工学輪講Ⅱ 1

情報工学輪講Ⅲ 1

情報工学輪講Ⅳ 1

情報工学特別講義Ⅰ 2

情報工学特別講義Ⅱ 2

　情報工学専攻　ユビキタス＆ユニバーサル情報環境専修

授　業　科　目

ユ
ビ
キ
タ
ス
＆
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
情
報
環
境

※印の科目は，連携分野

共
通
科
目

◎印の科目は，必修科目

◇印，◆印，□印，■印の科目は選択必修(各々2単位以上修得
すること）

◎印，◇印，◆印，□印，■印以外の科目は，選択科目
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必
修

選
択

自
由

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

2科目
4単位
以上

イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ

ン
科
目

3科目
6単位
以上
※2

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
研
究
※
1

技
術
開
発
実
践
型
プ

ロ
グ
ラ
ム

備考　１）プロジェクト研究については、技術開発実践型プログラムの
学生は、必修科目１２単位、選択科目４単位以上、計１６単位以上を、
技術開発プランニング型プログラムの学生は、必修科目１６単位をそれ
ぞれ修得すること。

２）イノベーション科目については、１科目２単位まで工学府の他の専
攻、他の学府又は連合農学研究科で履修した科目の単位を算入すること
ができる。

別表第１-２（第３条の２関係）
　〔専門職学位課程〕
　　産業技術専攻

産業技術開発プランニングII

フィールドスタディ

4単位
以上

ケーススタディ

技
術
開
発
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ
型
プ
ロ
グ
ラ
ム

産業技術開発プランニングI

ケーススタディ

基
盤
科
目

2科目
4単位
以上

技術経営概論
技術リスク概論
会計学概論
原価計算入門

科目区分
等

授業科目の名称

単位数
履修要件

プレゼンテ-ショﾝ実習III
プレゼンテ-ション実習IV

インターンシップ

環境技術プﾛジｪｸﾄﾏﾈジﾒﾝﾄ
産業応用特論
産業技術実践研究I
産業技術実践研究II
プレゼンテーション実習I

生命産業知財戦略論
環境･材料産業知財戦略論

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
科
目

プレゼンテ-ション実習II

先端機械技術開発論
先端情報システム構築論
高度情報・通信技術開発論
生命分子産業技術論
生命システム産業論
先端材料開発論

技術企業経営戦略論
知的財産概論
戦略的ビジネスプラン
工業標準化戦略論

先端機械産業知財戦略論
情報処理産業知財戦略論
機械産業技術論

企業倫理
技術企業経営概論
マーケティング概論
工業技術標準概論
産業技術安全学
技術者倫理(専門職)
知的財産マネジメント
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専修名 授　業　科　目 単位数 専修名 単位数

生体分子機能特論 2 物理有機化学特論 2
バイオインフォマティクス特論 2 薄膜合成化学特論 2
生体分子構造特論 2 精密合成化学特論 2
植物工学特論 2 セラミック化学特論 2
生命反応特論 2 電子移動反応特論 2
生体情報伝達特論 2 有機金属化学特論 2
生命分子設計特論 2 精密分子化学講座特別講義Ⅰ 2
先端生体機能工学特別講義 2 精密分子化学講座特別講義Ⅱ 2
分子生物工学特論 2 精密分子化学講座特別講義Ⅲ 2
バイオマテリアル特論 2 有機材料設計特論Ⅱ 2
生命分子反応特論 2 有機材料合成特論Ⅱ 2
地球生態科学特論 2 有機材料構造特論Ⅱ 2
先端応用生物工学特別講義 2 有機材料物性特論Ⅱ 2
先端ゲノム情報解析工学特論 2 有機材料解析特論Ⅱ 2
先端ゲノム情報利用工学特論 2 有機材料開発特論Ⅱ 2
生命工学社会学特別講義 2 有機材料化学講座特別講義Ⅲ 2
生命工学産業特別講義 2 有機材料化学講座特別講義Ⅳ 2
バイオビジネス特論 2 有機材料化学講座特別講義Ⅴ 2
先端生命工学英語特論Ⅰ 2 分子化学工学特論Ⅱ 2
先端生命工学英語特論Ⅱ 2 分離工学特論Ⅱ 2
生命工学英語ライティングⅠ 1 機能性触媒工学特論Ⅱ 2
生命工学英語ライティングⅡ 1 化学プロセス工学特論Ⅱ 2
応用身体運動科学特論 2 化学エネルギー工学特論Ⅱ 2
生体機能工学先端研究ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ特論Ⅰ 2 環境化学工学特論Ⅱ 2
生体機能工学先端研究ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ特論Ⅱ 2 化学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ＆ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 2
応用生物工学先端研究ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ特論Ⅰ 2 ｼｽﾃﾑ化学工学講座特別講義Ⅲ 2
応用生物工学先端研究ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ特論Ⅱ 2 ｼｽﾃﾑ化学工学講座特別講義Ⅳ 2

◎ 生命工学特別セミナー特論Ⅰ 2 ｼｽﾃﾑ化学工学講座特別講義Ⅴ 2
生命工学特別セミナー特論Ⅱ 2 物質生物計測特論Ⅲ 2
生命工学特別セミナー特論Ⅲ 2 物質生物計測講座特別講義Ⅲ 2

◎ 生命工学先端計画研究 6 物質生物計測講座特別講義Ⅳ 2
生体機能工学実地研修研究特論 4 物質生物計測講座特別講義Ⅴ 2
応用生物工学実地研修研究特論 4 科学特論Ⅴ 2
科学特論Ⅴ 2 科学特論Ⅵ 2
科学特論Ⅵ 2 科学特論Ⅶ 2
科学特論Ⅶ 2 科学特論Ⅷ 2
科学特論Ⅷ 2 技術マネージメント特論Ⅱ 2
技術マネージメント特論Ⅱ 2 工学府特別講義（　　） 2
工学府特別講義（　　） 2 工学府特別講義（　　） 2
工学府特別講義（　　） 2 工学府特別講義（　　） 2
工学府特別講義（　　） 2 工学府特別講義(COE国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ) 1
工学府特別講義(COE国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ) 1 工学府特別講義(COE国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ) 1
工学府特別講義(COE国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ) 1 工学府特別講義(COE国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ) 1
工学府特別講義(COE国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ) 1 研究マネジメント特論 2

★ 科学日本語特論 1 ★ 科学日本語特論 1
★ 科学英語特論Ⅰ 1 ★ 科学英語特論Ⅰ 1
★ 科学英語特論Ⅱ 1 ★ 科学英語特論Ⅱ 1
★ 科学英語特論Ⅲ 1 ★ 科学英語特論Ⅲ 1
★ グラントプロポーザル特論 1 ★ グラントプロポーザル特論 1
★ 海外研修教育 1 ★ 海外研修教育 1
※ 生命工学フロンティア特論Ⅳ 2 応用化学特別講義Ⅰ 2
※ 生命工学フロンティア特論Ⅴ 2 応用化学特別講義Ⅱ 2
※ 生命工学フロンティア特論Ⅵ 2 ◎ 応用化学セミナーⅢ 2

応用化学セミナーⅣ 2
応用化学セミナーⅤ 2

◎ 特別計画研究 6
特別教育研修 2

※ フロンティア応用化学特論Ⅳ 2
※ フロンティア応用化学特論Ⅴ 2
※ フロンティア応用化学特論Ⅵ 2

として開設

◎印以外の科目は、選択科目
※印の科目は、連携分野

◎印の科目は、必修科目

専

攻

研

修

科

目

共

通

科

目

★印の科目は、科学立国人材育成プログラム用授業科目

★印の科目は、科学立国人材育成プログラム用授業科目
として開設

シ

ス

テ

ム

化

学

工

学

物質生物
計測

共
通
科
目

◎印の科目は、必修科目
◎印以外の科目は、選択科目
※印の科目は、連携分野

授　業　科　目

生

体

機

能

工

学

精

密

分

子

化

学
応

用

生

物

工

学

有

機

材

料

化

学

バイオソサ
エティ工学

学
際
講
義
科
目

別表第２（第４条関係）
　〔博士後期課程〕
　　生命工学専攻 　応用化学専攻
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専修名 単位数 専修名 単位数
流体力学特論Ⅱ 2 量子機能材料工学特論 2
エネルギー･物質伝達特論 2 原子分子物理工学特論 2
高強度材料解析特論 2 量子光学特論 2
非弾性解析学特論 2 粒子線応用工学特論 2
固体の変形解析特論 2 量子光電子工学特論 2
トライボロジ解析特論 2 光材料物性工学特論 2
機械物理工学講座特別講義Ⅰ 2 流体物性工学特論 2
機械物理工学講座特別講義Ⅱ 2 超伝導工学特論 2
機械物理工学講座特別講義Ⅲ 2 ソフトマター物理工学特論 2
機械システム制御設計特論 2 物理応用工学講座特別講義Ⅰ 2
熱伝達システム特論 2 物理応用工学講座特別講義Ⅱ 2
ビークルダイナミックス特論 2 物理応用工学講座特別講義Ⅲ 2
マイクロマシン特論 2 半導体機能集積工学特論 2
メカトロニクス特論 2 ナノデバイス工学特論 2
生産加工特論 2 量子機能デバイス工学特論Ⅱ 2
知能ロボット工学特論 2 電子機能素子工学特論 2
マイクロ加工学特論 2 動画像処理特論 2
超精密技術特論 2 新エネルギー工学特論 2
システム設計工学講座特別講義Ⅰ 2 計測制御工学特論 2
システム設計工学講座特別講義Ⅱ 2 知能集積システム特論 2
システム設計工学講座特別講義Ⅲ 2 通信工学特論Ⅱ 2
宇宙推進工学特論 2 システムフォトニクス特論 2
機械知能システム工学講座特別講義Ⅱ 2 電磁波応用工学特論Ⅱ 2
科学特論Ⅴ 2 電子応用工学講座特別講義Ⅰ 2
科学特論Ⅵ 2 電子応用工学講座特別講義Ⅱ 2
科学特論Ⅶ 2 電子応用工学講座特別講義Ⅲ 2
科学特論Ⅷ 2 知覚システム特論 2
技術マネージメント特論Ⅱ 2 ◇ 人工知能特論 2
工学府特別講義（　　） 2 ◇ アルゴリズム解析特論 2
工学府特別講義（　　） 2 知的ロボット工学特論 2
工学府特別講義（　　） 2 ◇ ネットワークアーキテクチャ特論 2
工学府特別講義(COE国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ) 1 ◇ 仮想環境創造工学特論 2
工学府特別講義(COE国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ) 1 ◇ ヒューマンインタフェース特論 2
工学府特別講義(COE国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ) 1 ◇ 情報代数学特論 2
研究マネジメント特論 2 ◇ サイバネティックシステム特論 2
機械システム工学特別講義Ⅰ 2 ◇ 情報通信トラヒック工学特論 2
機械システム工学特別講義Ⅱ 2 知能情報工学講座特別講義Ⅰ 2

◎ 機械システム工学特別セミナーⅠ 2 知能情報工学講座特別講義Ⅱ 2
機械システム工学特別セミナーⅡ 2 並列処理特論 2
機械システム工学特別セミナーⅢ 2 計算機システム特論 2

◎ 特別計画研究 6 ﾃﾞｨﾍﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ特論 2
特別教育研修 2 環境エネルギー工学特論Ⅱ 2

※ フロンティア機械システム特論Ⅳ 2 環境エネルギー工学講座特別講義Ⅱ 2
※ フロンティア機械システム特論Ⅴ 2 半導体ﾅﾉ構造デバイス特論 2
※ フロンティア機械システム特論Ⅵ 2 半導体ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ講座特別講義Ⅱ 2

機械システム工学特別実習 2 科学特論Ⅴ 2
◎印の科目は，必修科目 科学特論Ⅵ 2
◎印以外の科目は，選択科目 科学特論Ⅶ 2
※印の科目は，連携分野 科学特論Ⅷ 2

技術マネージメント特論Ⅱ 2
工学府特別講義（　　） 2
工学府特別講義（　　） 2
工学府特別講義（　　） 2
工学府特別講義(COE国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ) 1
工学府特別講義(COE国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ) 1
工学府特別講義(COE国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ) 1
研究マネジメント特論 2

★ 科学日本語特論 1
★ 科学英語特論Ⅰ 1
★ 科学英語特論Ⅱ 1
★ 科学英語特論Ⅲ 1
★ グラントプロポーザル特論 1
★ 海外研修教育 1

電子情報工学特別講義Ⅰ 2
電子情報工学特別講義Ⅱ 2

◎ 電子情報工学特別セミナーⅠ 2
電子情報工学特別セミナーⅡ 2
電子情報工学特別セミナーⅢ 2

◎ 特別計画研究 6
特別教育研修 2

※ 電気電子工学フロンティア講義Ⅳ 2
※ 電気電子工学フロンティア講義Ⅴ 2
※ 電気電子工学フロンティア講義Ⅵ 2

電子情報工学特別実習 2

◎印以外の科目は，選択科目
※印の科目は，連携分野
◇印の科目は，選択必修科目（ただし，博士前期課程情報工学専

*印は，寄附講座として平成13年4月１日から平成24年3月31日まで
開設

　　機械システム工学専攻

★印の科目は、科学立国人材育成プログラム用授業科目として開
設

環境エネルギー
工学

*半導体ﾅﾉﾃｸﾉﾛ
ｼﾞｰ

共
通
科
目

◎印の科目は，必修科目

　　電子情報工学専攻
授　業　科　目 授　業　科　目

機
械
物
理
工
学

物
理
応
用
工
学

シ
ス
テ
ム
設
計
工
学

電
子
応
用
工
学機械知能

ｼｽﾃﾑ工学

共
通
科
目

知
能
・
情
報
工
学
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平成　　年　　月　　日

（主）

印 印 印

備  考

指導教員名

（副） （副）

研究計画

氏 　 名　　　　　　　　　　印

研究題目

研　　究　　題　　目　　届

　別紙様式１

　　　　東京農工大学工学府長　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成　　　年度入学（進学）

　　　　　　　　　　　　　　博士前期・後期・専門職学位課程　　　　　　　　　　専攻

学籍番号　　　　　　　　　　　こ
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国立大学法人東京農工大学大学院農学府教育規則 

 
（趣旨） 

第１条 国立大学法人東京農工大学学則（以下「学則」という。）第５１条第４項、第６５条第

２項、第６６条第４項及び第７２条第３項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学大学院

農学府（以下「学府」という。）の教員組織、授業科目及び単位数、教育課程及び履修方法、

学位論文の提出時期、審査方法等については、この規則の定めるところによる。 

（教員組織） 

第２条 学府に、研究指導及び授業を担当する教員（以下「指導教員」という。）並びに授業を

担当する教員（以下「授業担当教員」という。）を置く。 

２ 前項に規定する指導教員及び授業担当教員の資格審査については、別に定める。 

（授業科目等） 

第３条 専攻ごとの教育研究分野又は講座、授業科目及び単位数等は、別表のとおりとする。 

２ 学生は、専攻ごとに定められた必修科目及び選択科目の単位を合わせて３０単位以上修得し

なければならない。ただし、国際環境農学専攻の学生については、３２単位以上修得しなけれ

ばならない。 

３ 授業科目の履修方法については、別に定める。 
（教育プログラム等の開設） 

第３条の２ 専攻に特定の教育目的に応じて、前条第１項に定める授業科目のうちから所定の授

業科目を配置した教育プログラム等を開設することができる。 
２ 教育プログラム等について必要な事項は、別に定める。 

（履修科目の申請） 

第４条 学生は、あらかじめ履修しようとする授業科目を所定の期間内に、当該授業科目の授業

を担当する教員を経て農学府長（以下「学府長」という。）の承認を受けなければならない。 

２ 学生は、指導教員が教育上有益と認めるときは、本学の工学府、生物システム応用科学府、

技術経営研究科又は学部の授業科目（以下、この規則において学部の授業科目を「強化科目」

という。）を履修することができる。この場合、授業担当教員を経て当該授業科目を開講する

学府又は学部の長の承認を受けた上、所属する学府長の承認を受けなければならない。 

（他の研究科等の単位の修得） 

第５条 学則第７６条の規定により他の大学院において修得した単位がある場合は、１０単位を

限度として、第３条第２項に規定する選択科目の単位数に算入することができる。 

２ 他の専攻において修得した単位並びに前条第２項の規定により本学の工学府又は生物シス

テム応用科学府において修得した単位がある場合は１０単位を限度として、強化科目の修得し

た単位がある場合は４単位を限度として、第３条第２項に規定する選択科目の単位数に算入す

ることができる。 

（単位修得の認定） 

第６条 単位修得の認定は、授業担当教員が行う。 

第７条 履修した授業科目の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評語であらわし、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを

合格とし、Ｄを不合格とする。 

（研究題目の届出） 
第７条の２ 学生は、指導教員の指導により、研究題目を定めなければならない。 
２ 前項に基づき研究題目を定めたときは、研究題目及び研究計画を別紙様式１により、所定の

期間内に指導教員を経て学府長に届け出るものとする。 
３ 研究題目を変更するときは、前２項の規定を準用する。 

（学位論文の提出） 

第８条 学生は、２月上旬までに論文審査に関する申請書に、学位論文、学位論文要旨等を添え、

指導教員を経て学府長に提出しなければならない。ただし、修業年限を超えて在学する者又は

その年限を短縮され在学する者、並びに１０月入学者の学位論文の提出時期については別に定

める。 
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（学位論文の審査方法等） 

第９条 学位論文の審査方法等については、学位規程に定めるもののほか、その実施に関し必要

細目は別に定める。 

（雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、教育の実施について必要な事項は、学府教授会が定め

る。 
 

附 則 
１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
２ 平成１６年３月３１日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選

択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則（１８農規則第２号） 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年４月に１年次に入学した学生から適

用する。 
附 則（２０農教規則第１号） 

 この規則は、平成２０年４月１日から施行し、第３条の２を加える改正規定は平成１８年４月

１日から適用し、別表中自然環境保全学専攻の表の一部を変更する改正規定は平成２０年４月に

１年次に入学した学生から適用する。 

附 則（２２農教規則第１号） 
１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 
２ 平成２２年３月３１日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選

択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 
２ 平成２３年３月３１日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選

択の別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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教育

研究

分野

生物生産科学特論 ◎1 作物学特論 2

生物生産科学フロンティア講義Ⅰ 0.5 植物生態生理学特論 2

生物生産科学フロンティア講義Ⅱ 0.5 園芸作物学特論 2

生物生産科学フロンティア講義Ⅲ 0.5 植物繁殖学特論 2

生物生産科学フロンティア講義Ⅳ 0.5 植物分子生理学特論 2

生物生産科学フロンティア講義Ⅴ 0.5 植物遺伝育種学特論 2

生物生産科学フロンティア講義Ⅵ 0.5 植物生産科学特別演習Ⅰ 2

生物生産科学フロンティア講義Ⅶ 0.5 植物生産科学特別演習Ⅱ 2

生物生産科学フロンティア講義Ⅷ 0.5 植物生産科学特別実験Ⅰ 4

生物生産科学フロンティア講義Ⅸ 0.5 植物生産科学特別実験Ⅱ 4

生物生産科学フロンティア講義Ⅹ 0.5 畜産学特論 2

生物生産科学フロンティア講義ⅩⅠ 0.5 動物組織機構学特論 2

生物生産科学フロンティア講義ⅩⅡ 0.5 蚕糸科学特論 2

生物生産科学特別講義 1 昆虫遺伝・発生学特論 2

生物生産科学ビジネス戦略特論Ⅰ 0.5 動物生産科学特別演習Ⅰ 2

生物生産科学ビジネス戦略特論Ⅱ 0.5 動物生産科学特別演習Ⅱ 2

生物生産科学英語プレゼンテーション演習Ⅰ ◎2 動物生産科学特別実験Ⅰ 4

生物生産科学英語プレゼンテーション演習Ⅱ ◎2 動物生産科学特別実験Ⅱ 4

生物生産科学インターンシップⅠ 1

生物生産科学インターンシップⅡ 1

作物生産学特論 2

土壌環境学特論 2

土壌生化学・物質循環特論 2

植物栄養・肥料科学特論 2

土壌微生物利用・バイオ肥料学特論 2

家畜生産技術学特論 2

作物保護学特論 2

昆虫管理学特論 2

生産環境科学特別演習Ⅰ 2

生産環境科学特別演習Ⅱ 2

生産環境科学特別実験Ⅰ 4

生産環境科学特別実験Ⅱ 4

専
門
分
野
科
目

備　考
(1)共通科目は，生物生産科学特論1単位,生物生産科
学英語プレゼンテーション演習Ⅰ・Ⅱの４単位を含め６
単位以上を修得すること。
(2)学生が専修する教育研究分野に属する授業科目の
うち，専門分野科目については２単位以上修得するこ
と。論文研究等については必修とする。
(3)他専攻科目及び強化科目は、それぞれ４単位までを
第３条第２項に規定する単位数に算入することができ
る。

別表（第３条関係）

生物生産科学専攻

科目
区分

授　業　科　目 単位数単位数
教育研
究分野

科目
区分

授　業　科　目

専
門
分
野
科
目

論
文
研
究
等

論
文
研
究
等

動
物
生
産
科
学

共
通
科
目

植
物
生
産
科
学

論
文
研
究
等

専
門
分
野
科
目

生
産
環
境
科
学
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教育 教育

研究 研究

分野 分野

共生持続社会学Ⅰ ○1 共生農業・カントリービジネス特論 2

共生持続社会学Ⅱ ○1 地域農業システム特論 2

共生持続社会学Ⅲ ○1 比較農業経営形態特論 2

共生持続社会学Ⅳ ○1 食料関連産業特論 2

インターンシップ実習 ○1 食農マーケティング論 2

比較共生社会論 ○2 食糧環境経済学特別研究Ⅰ 2

共生持続社会学特別講義 ○1 食糧環境経済学特別研究Ⅱ 2

共生環境科学特論Ⅰ 2 食糧環境経済学特別研究Ⅲ 2

共生環境科学特論Ⅱ 2 食糧環境経済学特別研究Ⅳ 2

共生環境科学特論Ⅲ 2 食糧環境経済学特別演習Ⅰ 2

共生環境科学特論Ⅳ 2 食糧環境経済学特別演習Ⅱ 2

共生環境科学特論Ⅴ 2

食糧環境科学特論Ⅰ 2

食糧環境科学特論Ⅱ 2

食糧環境科学特論Ⅲ 2

環境共生思想 2

風土共生倫理学 2

環境生業文化史論 2

共生技術社会論 2

アニマル・ウェルフェア特論 2

ヒトと動物の共生心理学 2

共生人間学特別研究Ⅰ 2

共生人間学特別研究Ⅱ 2

共生人間学特別研究Ⅲ 2

共生人間学特別研究Ⅳ 2

共生人間学特別演習Ⅰ 2

共生人間学特別演習Ⅱ 2

環境法特論 2

地域共生特論 2

共生教育論 2

食育･食農教育論 2

人口社会学 2

環境マネジメント論 2

環境社会関係学特別研究Ⅰ 2

環境社会関係学特別研究Ⅱ 2

環境社会関係学特別研究Ⅲ 2

環境社会関係学特別研究Ⅳ 2

環境社会関係学特別演習Ⅰ 2

環境社会関係学特別演習Ⅱ 2

専
門
分
野
科
目

論
文
研
究
等

共
通
科
目

食
糧
環
境
経
済
学

共
生
人
間
学

専
門
分
野
科
目

論
文
研
究
等

環
境
社
会
関
係
学

備　考
(1)共通科目の○印の中から３単位以上修得すること。
(2)学生が専修する教育研究分野に属する授業科目の
うち、専門分野科目については６単位以上修得するこ
と。論文研究等については必修とする。
(3)他の教育研究分野の授業科目及び他の専攻の授
業科目の中から４単位以上修得すること。
(4)強化科目は、４単位以内とする。

専
門
分
野
科
目

論
文
研
究
等

共生持続社会学専攻

科目
区分

授　業　科　目 単位数
科目
区分

授　業　科　目 単位数
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教育 教育

研究 研究

分野 分野

応用生命科学特論Ⅰ ◎1 分子生物学特論Ⅰ ◎2○

応用生命科学特論Ⅱ ◎1 分子生物学特論Ⅱ ◎2○

応用生命科学特論Ⅲ ◎1 分子生物学特論Ⅲ 1

生体分子化学特論Ⅰ ◎2○ 分子生物学特論Ⅳ 1

生体分子化学特論Ⅱ ◎2○ 分子生物学特別演習Ⅰ 2

生体分子化学特論Ⅲ 1 分子生物学特別演習Ⅱ 2

生体分子化学特論Ⅳ 1 分子生物学特別研究Ⅰ 4

生体分子化学特別演習Ⅰ 2 分子生物学特別研究Ⅱ 4

生体分子化学特別演習Ⅱ 2 環境老年学特論Ⅰ ◎2○

生体分子化学特別研究Ⅰ 4 環境老年学特論Ⅱ ◎2○

生体分子化学特別研究Ⅱ 4 環境老年学特論Ⅲ 1

生理生化学特論Ⅰ ◎2○ 環境老年学特論Ⅳ 1

生理生化学特論Ⅱ ◎2○ 環境老年学特別演習Ⅰ 2

生理生化学特論Ⅲ 1 環境老年学特別演習Ⅱ 2

生理生化学特論Ⅳ 1 環境老年学特別研究Ⅰ 4

生理生化学特別演習Ⅰ 2 環境老年学特別研究Ⅱ 4

生理生化学特別演習Ⅱ 2

生理生化学特別研究Ⅰ 4

生理生化学特別研究Ⅱ 4

専
門
分
野
科
目

論
文
研
究
等

論
文
研
究
等

備　考
(1)共通科目は、すべて必修とする。
(2)学生が専修する教育研究分野に属する授業科目
のうち、専門分野科目については◎印の必修科目を
含めて４単位以上修得すること。論文研究等につい
ては必修とする。
(3)他の教育研究分野の授業科目から○印の科目４
単位以上修得すること。ただし、他専攻科目は４単
位以内とする。
(4)強化科目は、４単位以内とする。

共
通
科
目

分
子
生
物
学

専
門
分
野
科
目

生
体
分
子
化
学

専
門
分
野
科
目

論
文
研
究
等

論
文
研
究
等

環
境
老
年
学

（
連
携
分
野

）

専
門
分
野
科
目

生
理
生
化
学

応用生命化学専攻

科目
区分

授　業　科　目 単位数
科目
区分

授　業　科　目 単位数
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教育 教育

研究 研究

分野 分野

生物制御科学特論Ⅰ 1 生物制御科学特別実験Ⅰ 2

生物制御科学特論Ⅱ 1 生物制御科学特別実験Ⅱ 2

生物制御科学特論Ⅲ 1 生物制御科学特別実験Ⅲ 2

生物制御科学特論Ⅳ 1 生物制御科学特別実験Ⅳ 2

生物制御科学特論Ⅴ 1 生物制御科学論文演習Ⅰ 1

生物制御科学特論Ⅵ 1 生物制御科学論文演習Ⅱ 1

英語プレゼンテーション演習 1 生物制御科学論文演習Ⅲ 1

植物病理学特論 2 生物制御科学論文演習Ⅳ 1

植物病原学特論 2

生物制御化学特論 2

生理活性天然物化学特論 2

細胞分子生物学特論 2

植物生理学特論 2

発生生物学特論 2

応用昆虫学特論 2

昆虫生理化学特論 2

天敵微生物学特論 2

生物的制御学特論 2

創薬化学特論 2

生
物
機
能
制
御
学
・
生
物
適
応
制
御
学

共
通
科
目

論
文
研
究
等

専
門
分
野
科
目

備　考
(1)共通科目の中から４単位以上修得すること。
(2)専門分野科目の中から10単位以上修得するこ
と。
(3)論文研究等については必修とする。
(4)強化科目は、４単位以内とする。

生物制御科学専攻

科目
区分

授　業　科　目 単位数
科目
区分

授　業　科　目 単位数
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教育 教育

研究 研究

分野 分野

環境資源物質科学特別講義Ⅰ 2 資源複合機能学特論 2

環境資源物質科学特別講義Ⅱ 2 植物繊維化学特論 2

環境資源物質科学特別講義Ⅲ 2 再生資源科学特論 2

環境資源物質科学コミュニケーション
特論

2 生分解制御学特論 2

環境資源物質科学特論 2 植物資源形成学特論 2

環境資源計測学特論 2 資源機能制御学特別実験Ⅰ 4

生物物理化学特論 2 資源機能制御学特別実験Ⅱ 4

分子ダイナミックス学特論 2 資源機能制御学研究報告演習Ⅰ 2

植物材料物性学特論 2 資源機能制御学研究報告演習Ⅱ 2

住環境材料加工学特論 2

環境資源材料学特別実験Ⅰ 4

環境資源材料学特別実験Ⅱ 4

環境資源材料学研究報告演習Ⅰ 2

環境資源材料学研究報告演習Ⅱ 2

論
文
研
究
等

環
境
資
源
材
料
学

専
門
分
野
科
目

論
文
研
究
等

資
源
機
能
制
御
学

専
門
分
野
科
目

備　考
（１） 共通科目の中から４単位以上を修得すること。
（２） 学生が専修する教育研究分野に属する授業科目のうち、
専門分野科目については２単位以上修得すること。論文研究
等については必修とする。
（３） 他の教育研究分野の授業科目及び他の専攻の授業科目
の中から２単位以上修得すること。
（４） 他専攻科目及び強化科目は、それぞれ４単位以内とす
る。

科目
区分

環境資源物質科学専攻

授業科目

共
通
科
目

単位数
単位
数

科目
区分

授業科目
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教育 教育

研究 研究

分野 分野

環境生物学特論 2 無機地球化学特論 2

環境化学特論 2 有機地球化学特論 2

国際研究プレゼンテーションⅠ 1 社会・生物地球化学特論 2

国際研究プレゼンテーションⅡ 1 地球環境化学特論 2

大気環境学特論 2 環境毒性学特論 2

環境微生物学特論 2 環境化学特別講義Ⅰ 0.5

環境ストレス植物学特論 2 環境化学特別講義Ⅱ 0.5

環境汚染生物学特論 2 環境化学特別講義Ⅲ 0.5

生物圏環境学特論 2 環境化学特別講義Ⅳ 0.5

環境生物学特別講義Ⅰ 0.5 環境化学特別実験Ⅰ 4

環境生物学特別講義Ⅱ 0.5 環境化学特別実験Ⅱ 4

環境生物学特別講義Ⅲ 0.5 環境化学研究報告演習Ⅰ 1

環境生物学特別講義Ⅳ 0.5 環境化学研究報告演習Ⅱ 1

環境生物学特別実験Ⅰ 4 環境化学英語論文講読演習Ⅰ 1

環境生物学特別実験Ⅱ 4 環境化学英語論文講読演習Ⅱ 1

環境生物学研究報告演習Ⅰ 1

環境生物学研究報告演習Ⅱ 1

環境生物学英語論文講読演習Ⅰ 1

環境生物学英語論文講読演習Ⅱ 1

共

物質循環環境科学専攻

科目
区分

授　業　科　目 単位数
科目
区分

授　業　科　目 単位数

環
　
境
　
化
　
学

専
門
分
野
科
目

論
文
研
究
等

論
文
研
究
等

通

科

目

環
　
境
　
生
　
物
　
学

専
門
分
野
科
目

備　考
(1)共通科目の中から５単位以上修得すること。
(2)学生が専修する教育研究分野に属する授業科目
のうち、専門分野科目については６単位以上修得す
ること。論文研究等については必修とする。
(3)他の教育研究分野の授業科目及び他の専攻の授
業科目の中から３単位以上修得すること。
(4)強化科目は、４単位以内とする。
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教育 教育

研究 研究

分野 分野

自然環境保全学Ⅰ ◎１ 自然環境科学特別研究 4

自然環境保全学Ⅱ ◎１ 自然環境保全学特別研究 4

自然環境保全学特別講義Ⅰ ○0.5 自然環境科学特別演習 1

自然環境保全学特別講義Ⅱ ○0.5 自然環境保全学特別演習 1

自然環境保全学特別講義Ⅲ ○0.5 自然環境科学外語論文講読演習 1

自然環境保全学特別講義Ⅳ（国際） ○0.5 自然環境保全学外語論文講読演習 1

基礎統計学 2

植生管理学特論 2

生物多様性保全学特論 2

野生動物保全生態学特論 2

野生動物保全政策学特論 2

野生動物救護学 2

保全遺伝生態学特論 2

健康アメニティ科学特論 2

人間生理生態学特論 2

森林計画学特論 2

森林生態学特論 2

山地保全学特論 2

森林水文学特論 2

森林施設工学特論 2

景観生態学特論 2

森林土壌学特論 2

森林利用システム学特論 2

森林－人間系科学論 2

自然環境保全学専攻

科目
区分

授　業　科　目 単位数
科目
区分

授　業　科　目 単位数

共
通
科
目

論
文
研
究
等

生
態
系
保
全
学
・
森
林
環
境
保
全
学

専
門
分
野
科
目

備　考
(1)共通科目の◎印は必修とする。
(2)共通科目の○印のうち、１単位以上を修得するこ
と。
(3)専門分野科目については１０単位以上を修得するこ
と。論文研究等については必修とする。
(4)強化科目は、４単位以内とする。
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教育 教育
研究 研究
分野 分野

実験計画法特論 ◎1 精密農業特論 2

計測工学特論 ◎1 農産プロセス工学特論 2

数値解析学特論Ⅰ ◎1 生態情報学特論 2

数値解析学特論Ⅱ ◎1 自然エネルギー利用学特論 2

農業環境工学特別講義Ⅰ 0.5 生物生産工学英語論文講読演習 1

農業環境工学特別講義Ⅱ 0.5 生物生産工学特別実験Ⅰ 1

農業環境工学特別講義Ⅲ 0.5 生物生産工学特別実験Ⅱ 2

農業環境工学特別講義Ⅳ 0.5 生物生産工学特別実験Ⅲ 2

農業環境工学特別講義Ⅴ 0.5 生物生産工学国際コミュニケーション演習 1

農業環境工学特論Ⅰ 2 生物生産工学特別演習Ⅰ 1

農業環境工学特論Ⅱ 2 生物生産工学特別演習Ⅱ 2

農業環境工学特論Ⅲ 2 生物生産工学特別演習Ⅲ 2

農業環境工学特論Ⅳ 2

農業環境工学特論Ⅴ 2

農業環境工学特論Ⅵ 2

地盤工学特論 2

土壌環境保全学特論 2

地域環境計画学特論 2

水利システム学特論 2

構造設計学特論 2

農村地域計画学特論 2

地域環境工学英語論文講読演習 1

地域環境工学特別実験Ⅰ 1

地域環境工学特別実験Ⅱ 2

地域環境工学特別実験Ⅲ 2

地域環境工学国際コミュニケーション演習 1

地域環境工学特別演習Ⅰ 1

地域環境工学特別演習Ⅱ 2

地域環境工学特別演習Ⅲ 2

農業環境工学専攻

科目
区分

授　業　科　目 単位数
科目
区分

授　業　科　目 単位数

専
門
分
野
科
目

論
文
研
究
等

地
域
環
境
工
学

専
門
分
野
科
目

論
文
研
究
等

備　考
(1)共通科目については、◎印の必修科目を含め４単位
以上を修得すること。
(2)学生が専修する教育研究分野に属する授業科目のう
ち、専門分野科目については８単位以上修得すること。
論文研究等については必修とする。
(3)他の教育研究分野の授業科目及び他の専攻の授業
科目の中から４単位以上修得すること。
(4)強化科目は、２単位以内とする。

共
通
科
目

生
物
生
産
工
学
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地域社会開発総論 2 途上地域人口社会学 2

国際農業技術論 2 環境農業協力論 2

地球環境論 2 地域開発政策学 2

異文化コミュニケーション学 2 国際開発協力論 2

国際環境農学特論Ⅰ 2 国際環境農学コミュニケーション演習 1

国際環境農学特論Ⅱ 2 国際地域開発学特別研究 6

地域環境計画学 2 国際地域開発学演習 4

環境修復保全学 2 国際環境農学課題別演習 1

水利環境保全学 2 国際環境農学国内外実習 2

水環境評価学 2 国際地域開発学特論 2

国際環境農学コミュニケーション演習 1 国際地域開発学特別演習 2

国際環境修復保全学特別研究 6 日本語コミュニケーションI 6

国際環境修復保全学演習 4 日本語コミュニケーションII 4

国際環境農学課題別演習 1

国際環境農学国内外実習 2

国際環境修復保全学特論 2

国際環境修復保全学特別演習 2

地域生物機能利用学 2

地域持続生物生産技術学 2

生物資源循環利用学 2

生物新機能開発学 2

国際環境農学コミュニケーション演習 1

国際生物生産資源学特別研究 6

国際生物生産資源学演習 4

国際環境農学課題別演習 1

国際環境農学国内外実習 2

国際生物生産資源学特論 2

国際生物生産資源学特別演習 2

備　考
(1)学生は専修する講座以外に他の専攻の教育研究分野の
中から１分野を副専攻として選択する。
(2)共通科目の中から６単位以上修得すること。
(3)学生が専修する講座に属する授業科目のうち，専門分野
科目については６単位以上修得すること。論文研究等及び
副専攻科目については必修とする。
(4)他の講座の授業科目及び他の専攻の授業科目の中から
２単位以上修得すること。
(5)日本語科目は留学生のみが履修することができるものと
し、その修得単位数は、第３条第２項に規定する単位数に
算入しない。

科目
区分

授業科目

国際環境農学専攻

講座授業科目 単位数講座
科目
区分

単位数

国
際
生
物
生
産
資
源
学

専
門
分
野
科
目

論
文
研
究
等

副
専
攻

科
目

共
通
科
目

国
際
地
域
開
発
学

専
門
分
野
科
目

論
文
研
究
等

国
際
環
境
修
復
保
全
学

専
門
分
野
科
目 副

専
攻
科

目

論
文
研
究
等

日本語科目

副
専
攻

科
目
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国立法人東京農工大学大学院生物システム応用科学府教育規則 

 

 （趣旨） 

第１条 国立大学法人東京農工大学学則（以下「学則」という。）第５１条第４項、第６５条第

２項、第６６条第４項、第６９条第２項、第７１条第７項及び第７２条第３項の規程に基づ

き、国立大学法人東京農工大学大学院生物システム応用科学府（以下「学府」という。）の指

導教員、授業科目及び単位数、教育課程及び履修方法、学位論文の提出時期、審査方法等に

ついては、この規則の定めるところによる。 

  （指導教員等） 

第２条 学府に、研究指導及び授業担当の教員（以下、「指導教員」という。）並びに研究指導

の補助及び授業担当の教員（以下「指導補助教員」という。）を置く。 

２ 前項に規定する指導教員及び指導補助教員の資格審査については、別に定める。 

（授業科目等） 

第３条 前期２年の課程（以下、「博士前期課程」という。）の授業科目及び単位数は、別表第１

のとおりとする。 

２ 博士前期課程の学生は、必修科目１４単位及び選択科目１６単位以上あわせて３０単位以上

を修得しなければならない。 

３ 授業科目の履修方法については、別に定める。 

第４条 後期３年の課程（以下「博士後期課程」という。）の授業科目及び単位数は、別表第２の

とおりとする。 

２ 博士後期課程生物システム応用科学専攻の学生は、必修科目８単位及び選択科目４単位以上

あわせて１２単位以上を修得しなければならない。 

３ 博士後期課程共同先進健康科学専攻の学生は、必修科目１２単位、選択必修科目６単位及び

選択科目２単位以上あわせて２０単位以上を修得しなければならない。 

４ 授業科目の履修方法については、別に定める。 

（履修科目の申告） 

第５条 学生は、あらかじめ履修しようとする授業科目を所定の期間内に、当該授業科目の授業

を担当する教員（以下「授業担当教員」という。）を経て生物システム応用科学府長（以下「学

府長」という。）の承認を受けなければならない。 

２ 学生は、指導教員が教育上有益と認めるときは、本学の工学府、農学府、連合農学研究科又

は学部の授業科目を履修することができる。この場合、授業担当教員を経て当該授業科目を開

講する学府又は学部の長の承認を受けた上、所属する学府長の承認を受けなければならない。 

（他の学府等の単位の修得） 

第６条 学則第７６条の規定により他の大学院において修得した単位がある場合は、博士前期課

程及び博士後期課程を通して１０単位を限度として、第３条第２項又は第４条第２項に規定す

る選択科目の単位数に算入することができる。 

２ 前条第２項の規定により本学の工学府、農学府又は連合農学研究科において修得した単位が

ある場合は、博士前期課程及び博士後期課程を通して１０単位を限度として、第３条第２項又

は第４条第２項に規定する選択科目の単位数に算入することができる。 

（単位修得の認定） 

第７条 単位修得の認定は、授業担当教員が行う。 
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第８条 履修した授業科目の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評語であらわし、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを

合格とし、Ｄを不合格とする。 

（研究題目の届出） 

第９条 学生は、指導教員の指導により、研究題目を定めなければならない。 

２ 前項に基づき研究題目を定めたときは、研究題目及び研究計画を別紙様式１により、所定の

期間内に指導教員（博士後期課程にあっては主指導教員）を経て、学府長に届け出るものとす

る。 

３ 研究題目を変更するときは、前２項の規定を準用する。 

（学位論文の提出） 

第１０条 博士前期課程の学生は、別に定める期日までに論文審査に関する申請書に、学位論文、

学位論文要旨等を添え、指導教員を経て学府長に提出しなければならない。ただし、修業年限

を超えて在学する者又はその年限を短縮され在学する者の学位論文の提出時期については、別

に定める。 

２ 博士後期課程の学生及び国立大学法人東京農工大学学位規程（以下、「学位規程」という。）

第６条ただし書に規定する者は、論文審査に関する申請書に学位論文、学位論文要旨等を添え、

主指導教員を経て学府長に提出しなければならない。 

３ 学位規程第５条及び第６条本文の規定により博士の学位の授与を申請する者は、学位申請書

に学位論文、学位論文要旨等を添え、学府長を経て学長に申請しなければならない。 

４ 前３項により提出する学位論文の作成、書類の様式等及び前２項における提出時期等につい

ては、別に定める。 

（学位論文の審査方法） 

第１１条 学位論文の審査方法等については、学位規程に定めるもののほか、その実施に関し必

要な細目は、別に定める。 

 （雑則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、教育の実施について必要な事項は、学府教授会が定め

る。 

 

   附 則 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

平成２１年３月３１日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の

別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

平成２３年３月３１日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の

別、教育課程については、施行後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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別表第１（第３条関係）

〔博士前期課程〕

生物システム応用科学専攻

生態系型生産システム特論Ⅰ ２

生態系型生産システム特論Ⅱ ２

基礎技術演習Ⅰ ◎１ 生物相関システム特論Ⅰ ２

基礎技術演習Ⅱ ◎１ 生物相関システム特論Ⅱ ２

実践発表Ⅰ ◎１ 資源循環利用システム特論Ⅰ ２

実践発表Ⅱ 1 資源循環利用システム特論Ⅱ ２

アントレプレナー特論Ⅰ ▲１ 生物・環境計測システム特論Ⅰ ２

アントレプレナー特論Ⅱ ▲１ 生物・環境計測システム特論Ⅱ ２

アントレプレナー特論Ⅲ ▲１ 循環生産システム学アドバンスドⅠ △１

物質機能設計特論Ⅰ ２ 循環生産システム学アドバンスドⅡ △１

物質機能設計特論Ⅱ ２ 循環生産システム学アドバンスドⅢ △１

物質機能応用特論Ⅰ ２ 循環生産システム学アドバンスドⅣ １

物質機能応用特論Ⅱ ２ 循環生産システム学アドバンスドⅤ １

物質エネルギーシステム特論Ⅰ ２ 循環生産システム学アドバンスドⅥ １

物質エネルギーシステム特論Ⅱ ２ 循環生産システム学アドバンスドⅦ １

超分子機能システム特論Ⅰ ２ 循環生産システム学アドバンスドⅧ １

超分子機能システム特論Ⅱ ２ 循環生産ｼｽﾃﾑ学ｾﾐﾅｰ ○４

物質機能システム学アドバンスドⅠ △１ 循環生産ｼｽﾃﾑ学特別実験 ○２

物質機能システム学アドバンスドⅡ △１ 循環生産ｼｽﾃﾑ学特別研究 ○４

物質機能システム学アドバンスドⅢ △１ １．◎印の授業科目は、必修とする。

物質機能システム学アドバンスドⅣ １ ２．起業科目については、選択必修とし、▲印の授業科目

物質機能システム学アドバンスドⅤ １ 　から２単位以上を修得すること。

物質機能システム学アドバンスドⅥ １ ３．専門分野科目については、それぞれ所属するコースの

物質機能システム学アドバンスドⅦ １ 　科目から４単位以上を修得すること。

物質機能システム学アドバンスドⅧ １ ４．アドバンスド教育科目については、選択必修とし、

物質機能ｼｽﾃﾑ学ｾﾐﾅｰ ○４ 　それぞれ所属するコースの△印の授業科目から２単位

物質機能ｼｽﾃﾑ学特別実験 ○２ 　以上を修得すること。また、△印の授業科目以外の

物質機能ｼｽﾃﾑ学特別研究 ○４ 　アドバンスド科目については、年度によって開講しない

生物情報反応システム特論Ⅰ ２ 　場合がある。

生物情報反応システム特論Ⅱ ２ ５．○印の授業科目については、それぞれ所属するコース

神経機能情報ネットワーク特論Ⅰ ２ 　の科目を必修とする。

神経機能情報ネットワーク特論Ⅱ ２

生体モデル知覚システム特論Ⅰ ２

生体モデル知覚システム特論Ⅱ ２

生体機能運動システム特論Ⅰ ２

生体機能運動システム特論Ⅱ ２

生体機構情報システム学アドバンスドⅠ △１

生体機構情報システム学アドバンスドⅡ △１

生体機構情報システム学アドバンスドⅢ △１

生体機構情報システム学アドバンスドⅣ １

生体機構情報システム学アドバンスドⅤ １

生体機構情報システム学アドバンスドⅥ １

生体機構情報システム学アドバンスドⅦ １

生体機構情報システム学アドバンスドⅧ １

生体機構情報ｼｽﾃﾑ学ｾﾐﾅｰ ○４

生体機構情報ｼｽﾃﾑ学特別実験 ○２

生体機構情報ｼｽﾃﾑ学特別研究 ○４

生物システム応用科学研究概論 ◎２

授業科目

物
質
機
能
シ
ス
テ
ム
コ
ー

ス

融合基礎科目

分野交流科目

科目区分

学際交流科目

単位数

論
文
研
究
等

起業科目

専
門
分
野
科
目

ア
ド
バ
ン
ス
ド
教
育
科
目

生
体
機
構
情
報
シ
ス
テ
ム
コ
ー

ス

専
門
分
野
科
目

ア
ド
バ
ン
ス
ド
教
育
科
目

論
文
研
究
等

備考

科目区分 授業科目 単位数

循
環
生
産
シ
ス
テ
ム
コ
ー

ス

専
門
分
野
科
目

ア
ド
バ
ン
ス
ド
教
育
科
目

論
文
研
究
等
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別表第２（第４条関係）

〔博士後期課程〕

生物システム応用科学専攻

実践英語発表Ⅰ 1

実践英語発表Ⅱ 1

機能材料設計特論 ２

物質機能開発特論 ２

機能物質設計特論 ２

触媒機能応用特論 ２

エネルギー材料システム特論 ２

反応工学特論 ２

分子システム設計特論 ２

生物分子分光学特論 ２

物質機能ｼｽﾃﾑ学特別ｾﾐﾅｰ ○２

物質機能ｼｽﾃﾑ学特別計画研究 ○６

生命機械システム特論 ２

環境エネルギーシステム特論 ２

生体システム特論 ２

生体情報処理特論 ２

視覚信号処理特論 ２

視覚情報伝達特論 ２

人工物創成システム特論 ２

数値制御運動特論 ２

生体機構情報ｼｽﾃﾑ学特別ｾﾐﾅｰ ○２

生体機構情報ｼｽﾃﾑ学特別計画研究 ○６

ファイトテクノロジー特論 ２

土壌生態系機能解析特論 ２

生物特異的認識特論 ２

生物コミュニケーション特論 ２

資源生産制御特論 ２

生物資源循環制御特論 ２

バイオセンシング特論 ２

生体電気計測特論 ２

循環生産ｼｽﾃﾑ学特別ｾﾐﾅｰ ○２

循環生産ｼｽﾃﾑ学特別計画研究 ○６

循
環
生
産
シ
ス
テ
ム
コ
ー

ス

分野交流科目

単位数

論
文

研
究
等

専
門
分
野
科
目

２．分野交流科目及び選択したコースの専門分野科目の中から４単位を修得すること。

授業科目

生
体
機
構
情
報
シ
ス
テ
ム
コ
ー

ス

物
質
機
能
シ
ス
テ
ム
コ
ー

ス

専
門
分
野
科
目

論
文

研
究
等

専
門
分
野
科
目

論
文

研
究
等

１．所属するコースの○印の授業科目については、必修とする。

科目区分
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別表第２（第４条関係）

〔博士後期課程〕

共同先進健康科学専攻

東京農工大学 早稲田大学 共通

化学物質総合管理学 ○２

生活環境総合管理学 ○２

食農総合管理学 ○２

感染症総合管理学 ○２

ハザード評価学 ○２

リスク評価学 ○２

研究倫理 ２

イノベーションリーダーシップ ２

Professional Communication １

Advanced Technical Reading and Writing １

Advanced Technical Presentation １

Workplace English １

獣医学概論 ○２

実験動物学特論 ○２

疾患モデル学特論 ○２

分子病態制御学特論 ○２

分子再生医学特論 ○２

知覚運動制御特論 ○２

先進がん治療特論 ２

分子腫瘍学特論 ２

脳・こころの健康医療科学特論 ２

健康免疫学特論 ○２

環境バイオ分析化学特論 ○２

環境微生物学特論 ２

環境ゲノム情報解析特論 ２

植物環境工学特論 ２

環境生物資源特論 ○２

環境生理学特論 ○２

生活習慣病予防学特論 ○２

食理健康学特論 ２

生体分子反応特論 ２

実践生物統計学 ○２

時間栄養・薬理学特論 ○２

先進健康科学計画研究 ◎４

先進健康科学セミナーI ◎４

先進健康科学セミナーII ◎４

先進健康科学セミナーIII ４

実践プレゼンテーション特論I ４

実践プレゼンテーション特論II ４

実地研修研究特論 ４

１．◎印の授業科目は必修科目、○印の授業科目は選択必修とする。

環
境
科
学

食
科
学

演
習
科
目

２．専攻基軸科目の選択必修科目から２単位以上、実践英語教育科目から２単位以上、専門科目の選択必修科目
から４単位以上（生命科学科目の選択必修科目から２単位以上、環境科学科目と食科学科目の選択必修科目から
２単位以上）、演習科目の必修科目から１２単位を修得し、合計で２０単位以上修得すること。

科目区分 授業科目
単位数

専
門
科
目

生
命
科
学

専
攻
基
軸
科
目

実
践
英
語

教
育
科
目
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国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則 

平成16年4月1日 

16連 教 規則第2号 

（趣旨） 

第１条 国立大学法人東京農工大学学則（以下「学則」という。）第51条第4項，第71条第7項及

び第72条第3項の規定に基づき，国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科（以下「研

究科」という。）の教員組織，教育課程及び履修方法並びに学位論文の提出時期及び審査方法

等，及びその他必要な事項については，この規則の定めるところによる。 

（教員組織） 

第２条 研究科の教員組織は，連合農学研究科教員（以下「研究科教員」という。）をもって編

成し，連合農学研究科教員台帳（別紙様式1）により研究指導等の現状を明らかにしておくも

のとする。 

２ 研究科教員の中から研究指導及び授業担当教員（以下「指導教員」という。）を置き，総括

的に担当する教員を主指導教員，主指導教員とともに研究指導等を担当する教員を副指導教員

とし，学生1人について主指導教員は1人，副指導教員は原則として2人とする。 

３ 研究科教員のうち，当該研究科の専任の教授（以下「研究科長補佐」という。）は，入学希

望者（外国人留学生となることを希望する者を含む。）に対する志願及び履修の指導並びに学

生が配置された大学間における教育・研究上の問題に関する調整等を行うものとし，あわせて

指導教員となることができる。 

４ 研究科長は，研究科教授会の議を経て，研究科教員のうちから学生の主指導教員及び副指導

教員を指名する。ただし，主指導教員は，指導教員として学生の論文指導等に当たる資格を有

する者と認められた者（以下「主指導教員資格者」という。）のうちから指名するものとする。 

５ 前項の規定による指導教員及び指導教員を補助する教員は，第3項に規定する研究科長補佐を

除き，研究科に兼職又は兼務させる。 

（授業科目等） 

第３条 研究科の授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。 

２ 研究科の学生は，必修科目9.5単位及び選択科目2.5単位以上あわせて12単位以上を修得しな

ければならない。 

３ 研究科の留学生特別プログラムにより入学した学生のうち、本学環境リーダー育成センター

（以下「センター」という。）が運営する現場立脚型環境リーダー養成コースを履修する者は、

前項に定めるもののほか、センターが定めるコース修了に必要な単位を修得しなければならな

い。 

４ 授業科目の履修方法については、別に定める。 

 

（履修科目の申告） 

第４条 学生は，あらかじめ履修しようとする授業科目を所定の期間内に，主指導教員を経て研
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究科長に提出しなければならない。 

２ 主指導教員が教育研究上有益と認めるときは，他の大学院の博士課程の授業科目を履修する

ことができる。この場合，当該授業科目を開講する部局長の承認を受けた上，研究科長の承認

を受けなければならない。 

（他の大学院の単位の修得） 

第５条 学側第76条の規定により他の大学院の博士課程において修得した単位がある場合は，2

単位を限度として，前条第2項の規定する選択科目に算入することができる。 

（単位修得の認定） 

第６条 単位修得の認定は，授業担当教員が行う。 

第７条 履修した授業科目の成績は，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの評語であらわし，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃを

合格とし，Ｄを不合格とする。 

（研究題目の届出） 

第８条 学生は，主指導教員の指示に従い研究題目を定めたときは，速やかに研究題目届（別紙

様式2）により研究題目及び研究計画を主指導教員に届け出なければならない。研究題目を変

更するときも同様とする。 

２ 前項の届出を受けた主指導教員は，研究科長に届け出るものとする。 

（学位論文の提出等） 

第９条 学生及び国立大学法人東京農工大学学位規程（以下「学位規程」という。）第6条ただし

書に規定する者は，所定の期日までに，論文審査に関する申請書に，学位論文，学位論文要旨

等を添え，主指導教員を経て研究科長に提出するものとする。 

２ 学位規程第5条及び第6条本文の規定により学位の授与を申請しようとする者は，随時，論文

審査に関する申請書に，学位論文，学位論文要旨等を添え，学位論文に関係ある専攻分野の主

指導教員資格者に提出し，研究科長を経て学長に申請するものとする。 

（審査の付託） 

第10条 研究科長は，前条第1項の規定による申請を受理したとき又は学位規程第8条第2項の規定

により学位論文の審査を付託されたときは，研究科教授会（研究科教授会からあらかじめ権限

を委譲された場合の機関を含む。以下第11条第1項において同じ。）にその審査を付託するも

のとする。 

（審査委員及び最終試験等） 

第11条 研究科教授会は，前条の規定による審査を付託されたときは，学位規程第11条第2項の規

定により審査委員を選出し，その審査に当たらせるものとする。 

２ 審査委員は，所定の期間内に学位論文の審査，最終試験又は学力の確認を行い，その結果を

研究科教授会に報告しなければならない。 

３ 最終試験は学位論文を中心として関連ある科目又は専門分野等について，学力の確認は学位

論文に関連ある専門分野及び外国語について，口頭又は筆記により行うものとする。 

４ この規程に定めるもののほか，学位論文の提出，論文の審査，最終試験又は学力の確認の実
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施等に関し必要な事項は，別に定める。 

（課程修了又は学位授与の議決） 

第12条 研究科教授会は，前条第2項の報告に基づき，課程修了の認定又は学位授与の可否を議決

するものとする。 

２ 前項の可決は，出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。 

（学位論文の保存） 

第13条 学位授与の基礎となった論文（以下「博士論文」という。）の正本は，本学図書館に保

存するものとする。 

２ 博士論文の副本2部のうち1部は国会図書館に送付し，他の1部は主指導教員の本務として在職

する大学の修士講座又は附属施設で保存するものとする。 

第14条 この規程に定めるもののほか，研究科の教育研究指導に関し必要な事項は，研究科教授

会が別に定める。 

２ 研究科に関する事務は，国立大学法人東京農工大学府中地区総務チームで処理する。 

 

附 則 

この規則は，平成16年4月1日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成17年4月1日から施行する。 

附 則 

１ この規定は，平成19年4月1日から施行する。 

２ 平成19年3月31日現在在学している者の共通ゼミナール（一般，特別）及び時間について

は，施行後の規定にかかわらず従前の例による。 

  附 則 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 附 則 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年３月３１日現在在学している者の授業科目の授業科目の名称及び単位数 

ならびに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 
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教育課程表

研究科共通科目 

単位数

◎ 総合農学概論Ⅰ（日本語） 1

◎ 総合農学概論Ⅱ（英語） 1

コミュニケーション演習（英語） 1

海外フィールド実習 1

海外短期集中コース 1

イノベーション推進特別講義Ⅰ 1

イノベーション推進特別講義Ⅱ 1

イノベーション推進特別講義Ⅲ 1

△ 外国人留学生特別セミナーⅠ 0.5

△ 外国人留学生特別セミナーⅡ 0.5

△ 外国人留学生特別セミナーⅢ 0.5

△ 外国人留学生特別セミナーⅣ 0.5

備考

２．無印の科目は、選択科目

生物生産科学専攻

大講
座名

科目区分 単位数

研究交流科目 ○ 植物生産科学合同セミナー 0.5

植物機能形態学特論 0.5

植物生産生理学特論 0.5

植物遺伝育種学特論 0.5

植物生産環境学特論 0.5

○ 植物生産科学特別演習 2

○ 植物生産科学特別研究 6

研究交流科目 ○ 動物生産科学合同セミナー 0.5

動物機能形態学特論 0.5

動物栄養飼料学特論 0.5

動物育種繁殖学特論 0.5

動物衛生管理学特論 0.5

○ 動物生産科学特別演習 2

○ 動物生産科学特別研究 6

研究交流科目 ○ 生物制御科学合同セミナー 0.5

応用昆虫学特論 0.5

植物病理学特論 0.5

昆虫生理生化学特論 0.5

植物制御科学特論 0.5

生物制御化学特論 0.5

○ 生物制御科学特別演習 2

○ 生物制御科学特別研究 6

備考 １．○印の科目は、必修科目

２．無印の科目は、選択科目

３．△印の科目は、留学生特別プログラム学生の選択必修科目とし、この中
　　から１単位以上修得すること。

研 究 科
共通科目

授　　業　　科　　目　　区　　　分

外国人留学生
特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ科目

生
物
制
御
科
学

専門分
野科目

論　文
研究等

専門分
野科目

論　文
研究等

植
物
生
産
科
学

１．◎印の科目は、選択必修科目とし、この中から1単位以上修得すること。

専門分
野科目

論　文
研究等

動
物
生
産
科
学

授　　業　　科　　目
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応用生命科学専攻

大講
座名

科目区分 単位数

研究交流科目 ○ 応用生物化学合同セミナー 0.5

分子生理学特論 0.5

先端生命科学特論 0.5

細胞工学特論 0.5

微生物利用学特論 0.5

○ 応用生物化学特別演習 2

○ 応用生物化学特別研究 6

研究交流科目 ○ 生物機能化学合同セミナー 0.5

生体物質科学特論 0.5

食品機能科学特論 0.5

生物活性物質化学特論 0.5

生体分子解析学特論 0.5

○ 生物機能化学特別演習 2

○ 生物機能化学特別研究 6

備考 １．○印の科目は、必修科目

２．無印の科目は、選択科目

環境資源共生科学専攻

大講
座名

科目区分 単位数

研究交流科目 ○ 森林資源物質科学合同セミナー 0.5

森林生産保全学特論 0.5

森林バイオマス学特論 0.5

資源物質科学特論 0.5

資源保全学特論 0.5

○ 森林資源物質科学特別演習 2

○ 森林資源物質科学特別研究 6

研究交流科目 ○ 環境保全学合同セミナー 0.5

環境生態系保全学特論 0.5

環境動物保全学特論 0.5

環境植物保全学特論 0.5

環境微生物保全学特論 0.5

○ 環境保全学特別演習 2

○ 環境保全学特別研究 6

備考 １．○印の科目は、必修科目

２．無印の科目は、選択科目

環
境
保
全
学

専門分
野科目

森
林
資
源
物
質
科
学

論　文
研究等

生
物
機
能
化
学

専門分
野科目

応
用
生
物
化
学

授　　業　　科　　目

論　文
研究等

専門分
野科目

専門分
野科目

授　　業　　科　　目

論　文
研究等

論　文
研究等
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農業環境工学専攻

大講
座名

科目区分 単位数

研究交流科目 ○ 農業環境工学合同セミナー 0.5

生産基盤環境工学特論 0.5

地域環境科学特論 0.5

生産環境システム学特論 0.5

生物環境制御学特論 0.5

○ 農業環境工学特別演習 2

○ 農業環境工学特別研究 6

備考 １．○印の科目は、必修科目

２．無印の科目は、選択科目

農林共生社会科学専攻

大講
座名

科目区分 単位数

研究交流科目 ○ 農林共生社会科学合同セミナー 0.5

共生社会システム学特論 0.5

農業経営経済学特論 0.5

フードシステム学特論 0.5

資源経済学特論 0.5

○ 農林共生社会科学特別演習 2

○ 農林共生社会科学特別研究 6

備考 １．○印の科目は、必修科目

２．無印の科目は、選択科目

農
林
共
生
社
会
科
学

専門分
野科目

論　文
研究等

農
業
環
境
工
学

専門分
野科目

論　文
研究等

授　　業　　科　　目

授　　業　　科　　目
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別紙様式２ 

 

平成  年  月  日 

東京農工大学大学院 

  連合農学研究科長 殿 

 

                      年度入学 

                        専攻          大講座  

                  氏名                     

 

 

研  究  題  目  届 

 

 
研 究 題 目 

 

 
 
 

研 究 計 画 

 

 

 

 

 

 
指 導 教 員 
確     認 

 

(主)     大学 

       ○印  

(副)     大学 
 
 

(副)     大学 
 
 

 

281



東京農工大学学生生活心得 

 

 （学生証の所持） 

第１条 学生は、学生証を常に所持するとともに、本学関係者の請求があったときは、こ

れを提示しなければならない。 

２ 学生証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

３ 学生証を所持しない者については、教室、図書館等の本学施設の使用を禁止すること

がある。 

 （学生証の取扱い） 

第２条 学生証を紛失したときは、直ちに学生証紛失届・再交付願を提出し、再交付を受

けなければならない。 

２ 卒業、退学等により学生の身分を失ったときは、学生証を返付しなければならない。 

 （学生カード） 

第３条 新たに本学学生となる者は、所定の学生カードに住所及び家族状況等本人の身上

に関する事項を記入し、本人の写真を貼付して、入学手続時に学長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の学生カードの記載事項に変更があったときは、当該学生は、直ちにその旨を届

け出なければならない。 

 （健康診断） 

第４条 学生は、大学が行う健康診断を受診しなければならない。 

２ 学生は、健康診断の結果、大学が必要と認めた健康上の指示に従わなければならない。 

 （団体の設立） 

第５条 学生が、学内において団体を設立しようとするときは、所定の学生団体設立願を

学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の団体の設立にあたっては、原則として、本学の教職員のうちから顧問教員を定

めなければならない。 

 （学外団体への加入） 

第６条 学生が学内において設立した団体が学外の団体に加入しようとするときは、あら

かじめ所定の学外団体加入願に第５の２に規定する顧問教員の署名を受け、当該学外団

体の規約を添え、学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

 （集会の許可） 

第７条 学生又は学生の団体が学内において集会を開催しようとするときは、あらかじめ

責任者を定め、所定の学生集会願を開催の５日前（休日は、期間に算入しない。）まで

に学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の学生集会願を提出しようとするときは、あらかじめ当該集会を開催しようとす

る場所の使用について、当該場所の管理者の承認を得なければならない。 

 （集会の制限） 

第８条 学生又は学生の団体は、学内において特定の政党又は宗教団体に係る活動を目的

とする集会を開催することができない。 

 （留意事項） 

第９条 学生又は学生の団体が、学内において集会を開催するときは、教職員の指示に従

うとともに、大学の教育研究に支障を生じさせ、若しくは大学の施設、設備及び環境を

損なうことがないようにしなければならない。 

 （集会の報告） 

第１０条 集会の責任者は、集会の終了後、直ちにその状況等を学長に報告しなければな

らない。 
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 （集会の禁止又は解散） 

第１１条 集会の責任者又は参加者が、国立大学法人東京農工大学学則又は学内諸規則に

違反した行為を行い、若しくは大学の指示に従わないときは、学長は、その集会の開催

の禁止又は集会の解散を命ずることがある。 

 （掲示の許可） 

第１２条 学生又は学生の団体が、学内において文書、ポスター、立看板等（以下「文書

等」という。）を掲示しようとするときは、所定の文書等掲示・配布願を学長に提出し、

その許可を受けなければならない。 

２ 学長は、前項の規定により掲示を許可した文書等に掲示承認印を押印する。 

 （掲示の制限） 

第１３条 学生又は学生の団体は、学内において特定の政党又は宗教団体に係る活動を目

的とし、若しくは他人の名誉を傷つけることを目的とする文書等を掲示することができ

ない。 

 （印刷物の配布） 

第１４条 学生又は学生の団体が、学内において文書、図書その他の物品を配付しようと

するときは、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。 

 （募金、販売等） 

第１５条 学生又は学生の団体が、学内において募金、販売等の金銭上の収受を伴う行為

をしようとするときは、あらかじめ責任者を定め、学長の許可を受けなければならない。 

 （施設の利用） 

第１６条 学生又は学生の団体が、施設を利用しようとするときは、当該施設の利用に係

る規則の定めるところに従わなければならない。 

 （行為の禁止） 

第１７条 学生及び学生の団体の行為が、学内の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、

これを禁止する。 
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MEMO



Ⅵ

参参 考考



１．平成２１．平成２３３年度年度 年間カレンダー年間カレンダー

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5

月

前

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6

月

学

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7

月

期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11

月

後

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

12

月

学

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

月

勤
労
感
謝
の
日

夏季休業(8/１０～9/30)

秋
分
の
日

創
立
記
念
日

金
曜
日
振
替

農
学
部
新
入
生
合

宿

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

入
学
式

前
学
期
開
始

学
年
開
始

こ
ど
も
の
日

区分

昭
和
の
日

元
日

振
替
休
日 大学入試

センター
試験

入
試
準
備

授
業
開
始

冬季休業

(

秋
季
修
了
式

)

体
育
の
日

春季休業

工
学
部
新
入
生
合
宿

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

憲
法
記
念
日

み
ど
り
の
日

新
入
生
オ
リ
エ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン

定期健康診断

学
部
１
年
次
以
外

授
業
開
始

敬
老
の
日

海
の
日

前
学
期
終
了

前学期
調整期間

前学期
調整期間

冬季休業(12/23～1/５)

金
曜
日
振
替

天

皇

誕

生

日

文
化
の
日

成
人
の
日

後
学
期
開
始

授
業
開
始

(

秋
季
入
学
式

)

学園祭
(11/11～13)

学
部
１
年
次

授
業
開
始

期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3

月

※２．前学期調整期間・後学期調整期間及び学園祭日程については、変更することがあります。

建
国
記
念
の
日

大学入試
センター

試験

入
試
準
備

授
業
開
始

冬季休業

卒
業
式

春
分
の
日

※１．入学式（新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）、学園祭、大学入試センター試験準備、2/14～3/31は、休講となります。

後
学
期
終
了

学
年
終
了

前
期
入
試

後
期
入
試

成
人
の
日

後学期
調整期間

後
学
期
調
整
期
間
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２．東京農工大学歌２．東京農工大学歌

１ 歴史を超えて 歴史を築き
世紀を踏みて 世紀をにのう

運命うけし われらわれら ２ 希望の雲に 希望の虹を
天翔けりゆく 青鷹よ 生命の幹に 生命の花を

真理の光に 羽ばたきて かかげひらく われらわれら
技術の炎に 身をつつめ 望めば遠き むさし野の

農工 農工 農工大学 涯なき空を 仰ぎては
農工 農工 農工大学 理想のともしび 押し立てよ

農工 農工 農工大学
農工 農工 農工大学

３ 世界に広く 心の窓を
文化の森に 叡智の道を

開き造る われらわれら
かがやく未来の あけぼのに

伝統の旗を 振りかざし
足音高く 進み行け

農工 農工 農工大学
農工 農工 農工大学
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名 称 郵便番号 所 在 地 電 話

本 部

学 寮 （欅寮・桜寮）

〃 （楓寮）

合宿研修施設

館 山 荘

府中国際交流会館

小金井国際交流会館

保健管理センター

国際センター

農学府・農学部

附属F S センター

F M 府中

F M 本町

F M 津久井

F M 唐沢山

F M 草木

F M 大谷山

F M 秩父

F M 多摩丘陵

附属動物医療センター

附属硬蛋白質利用研究施設

大学院連合農学研究科

工学府・工学部

科学博物館

附属ものづくり創造工学

センター

大学院生物システム

応用科学府

総合情報メディアセンター

遺伝子実験施設

府中図書館

小金井図書館

環境管理施設

183－8538

184－8569

183－0054

294－0051

183－0054

184－0012

183－8538

184－8588

183－8509

183－8509

183－0027

220－0204

327－0312

376－0302

376－0304

369－1901

192－0355

183－8509

183－8509

183－8509

184－8588

184－8588

184－8588

183－8509

183－8509

184－8588

184－8588

東京都府中市晴見町3－8－1

東京都小金井市中町2－24－16

東京都府中市幸町2－41

館山市正木1256－131

東京都府中市幸町2－41

東京都小金井市中町2－24－16

東京都府中市晴見町3－8－1

東京都小金井市中町2－24－16

東京都府中市幸町3－5－8

東京都府中市幸町3－5－8

東京都府中市本町3－7－7

相模原市津久井町長竹志田口3657－1

栃木県佐野市栃本町1

群馬県みどり市東町草木1582

群馬県みどり市東町神戸277

埼玉県秩父市大滝椚平1840－2

東京都八王子市堀ノ内1528

東京都府中市幸町3－5－8

東京都府中市幸町3－5－8

東京都府中市幸町3－5－8

東京都小金井市中町2－24－16

東京都小金井市中町2－24－16

東京都小金井市中町2－24－16

東京都府中市幸町3－5－8

東京都府中市幸町3－5－8

東京都小金井市中町2－24－16

東京都小金井市中町2－24－16

042-367-5895

042-388-7213

042-367-5582

0470-27-6262

042-367-5550

042-388-7241

042-367-5548

042-388-7618

042-367-5655

042-367-5799

042-361-3316

0427-84-0311

0283-62-0042

0277-97-2110

0277-97-2110

0494-55-0269

0426-76-9933

042-367-5785

042-367-5791

042-367-5670

042-388-7003

042-388-7163

042-388-7102

042-388-7220

042-388-7194

042-367-5563

042-367-5570

042-388-7167

042-388-7164

３．施設の所在地等３．施設の所在地等
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欅の葉に大学の文字を配した本学の徽章
（昭和31年10月制定）

欅は、大空に力強く伸び、本学や我々の未来を示
唆している。防風の役目をして役に立つ。欅を吹き
抜ける風に乗って大空に羽ばたくなどの意味がある
といわれている。

けやき




